
　
始
め
に
参
加
者
の
紹
介
を
行

い
、
北
村
会
長
よ
り
大
久
保
市

長
へ
要
請
書
を
手
渡
し
た
後
、

佐
藤
委
員
長
よ
り
要
請
書
の
趣

旨
に
つ
い
て
説
明
を
行
い
ま
し

た
。
大
久
保
市
長
は
あ
い
さ
つ

で
「
労
働
者
不
足
が
懸
念
さ
れ

る
中
で
、
後
継
者
育
成
は
喫
緊

の
課
題
で
あ
り
、
特
に
技
能
の

継
承
に
つ
い
て
、
お
互
い
に
協

力
し
て
頑
張
り
ま
し
ょ
う
」
と

い
っ
た
発
言
や
、
調
整
区
域
の

見
直
し
に
つ
い
て
も
「
人
口
流

失
を
防
ぎ
定
住
化
を
図
る
た
め

に
、
早
期
の
規
制
緩
和
に
向
け

て
県
と
の
交
渉
を
お
こ
な
っ
て

い
る
」
と
説
明
。

　
ま
た
、
住
宅
補
助
事
業
に
対

す
る
意
見
交
換
の
中
で
は
、
諫

早
市
単
独
の
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
補

助
に
つ
い
て
、
今
年
分
の
実
績

報
告
と
合
わ
せ
て
今
後
も
引
き

続
き
継
続
を
示
唆
す
る
発
言
が

あ
り
ま
し
た
。
さ
ら
に
工
期
の

平
準
化
に
つ
い
て
も
前
向
き
な

検
討
を
行
う
旨
の
答
弁
や
、
高

齢
化
や
週
休
二
日
、
猛
暑
、
雨

天
な
ど
を
考
慮
し
た
工
期
設
定

に
つ
い
て
も
意
見
交
換
が
行
わ

れ
、
あ
っ
と
い
う
間
に
予
定
し

て
い
た
終
了
時
間
と
な
り
ま
し

た
。

諫
早
市
要
請
8/22

中
小
建
設
事
業
者
へ
の
工
事
発
注
や
適
正
な
単
価
の
設
定
・

設
計
労
務
単
価
に
見
合
う
賃
金
の
支
払
い
な
ど
を
要
望

　
八
月
二
十
二
日
㈭
、
諫
早
市
に
対
し
て
「
中
小
建
設
業
者
・
職

人
の
仕
事
と
暮
ら
し
の
改
善
」
に
つ
い
て
の
要
請
書
を
提
出
。

　
市
側
か
ら
は
大
久
保
市
長
他
七
名
、
組
合
・
協
会
か
ら
は
佐
藤

委
員
長
、
北
村
会
長
他
十
一
名
が
出
席
。

【
要
請
内
容
】

１
　
中
小
事
業
者
へ
の
工
事
発
注
に
関
す
る
要
請
。

２
　
公
共
工
事
設
計
労
務
単
価
に
見
合
う
賃
金
の
支
払
に
関
す
る
要
請
。

３
　
工
事
発
注
に
お
け
る
適
正
単
価
の
設
定
に
関
す
る
要
請
。

４
　
住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
事
業
助
成
の
要
請
。

５
　
都
市
計
画
法
に
よ
る
市
街
化
調
整
区
域
の
見
直
し
の
要
請
。

組
織
拡
大
の
取
り
組
み

　
建
設
長
崎
で
は
昨
年
度
の
年
間
拡
大
目
標
数
四
〇
〇
名
に
対
し
て
、
三
八
四
名
の
新
規
加
入
者
が

あ
り
ま
し
た
。
ま
た
脱
退
者
数
は
五
一
六
名
と
な
り
、
組
合
全
体
の
本
年
五
月
末
で
の
組
織
数
は

一
三
二
名
減
少
し
、
六
二
六
九
名
と
な
っ
て
い
ま
す
。
令
和
六
年
度
も
、
拡
大
目
標
の
達
成
・
組
織

純
増
に
向
け
役
員
を
先
頭
に
組
織
拡
大
運
動
に
取
り
組
み
ま
す
。

■
年
間
拡
大
目
標
■

　
建
設
長
崎
第
七
九
回
定
期
大

会
で
、
年
間
の
拡
大
目
標
を

四
〇
〇
名
に
設
定
し
取
り
組
む

こ
と
が
決
定
さ
れ
ま
し
た
。
こ

れ
を
受
け
て
第
一
回
本
部
執
行

委
員
会
の
中
で
、
各
支
部
の
年

間
拡
大
目
標
並
び
に
前
期
拡
大

目
標
が
決
定
さ
れ
ま
し
た

■
年
間
・
前
期
拡
大
目
標
■

　
組
合
で
は
、
年
間
拡
大
目
標

達
成
に
向
け
て
前
期
と
後
期
に

分
け
て
取
り
組
み
ま
す
。
前
期

期
間
を
六
月
か
ら
十
一
月
ま
で

の
六
ヶ
月
間
と
し
二
〇
〇
名
の

目
標
を
設
定
し
ま
し
た
。
支
部

ご
と
の
拡
大
目
標
も
そ
れ
ぞ
れ

設
定
し
て
い
ま
す
の
で
取
り
組

み
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
コ
ロ
ナ
禍
で
停
滞
し
た
組
合

活
動
を
活
性
化
さ
せ
る
た
め
に

も
、
仲
間
を
増
や
し
「
数
の

力
」
を
強
め
、
要
求
実
現
に
繋

げ
る
た
め
の
影
響
力
を
高
め
る

こ
と
が
非
常
に
重
要
で
、
長
建

国
保
や
共
済
な
ど
組
合
運
動
や

事
業
の
充
実
・
発
展
に
も
つ
な

が
っ
て
い
き
ま
す
。

　
組
合
員
・
青
年
部
・
主
婦
の

み
な
さ
ま
の
現
場
等
で
の
「
ひ

と
声
運
動
」
や
「
対
面
行
動
の

再
開
」
な
ど
の
取
り
組
み
で
、

組
合
未
加
入
仲
間
の
紹
介
、
組

織
内
部
強
化
へ
の
ご
協
力
を
お

願
い
致
し
ま
す
。

各支部の年間及び前期拡大目標数

支 部 名 年間
目標数

前期
目標数

中央大浦 36 18

市 南 20 10

東 長 崎 26 13

浦 上 西 41 20

浦 上 東 15 8

西 彼 37 18

諫 早 41 20

大 村 38 19

島 原 37 19

佐世保中央 25 13

佐世保東 28 14

佐世保北 20 10

北 松 20 10

平 戸 13 6

五 島 3 2

合 計 400 200

足場の組立て等作業主任者講習会のご案内
地区 日　　　　　　程 会　　場 受　講　料

長崎
地区

令和 ６年11月 ９ 日㈯～10日㈰
午前 ９時00分～午後 ５時00分
（受付開始：午前 ８時30分より）

建設長崎本部
（長崎市城山町17-５８）

8,000円
（組合員には二千円の

助成あり）

【受験資格】満21歳以上で、足場作業に 3年以上従事した経験を有
する者

※�現在、足場作業の実務経験の要件は、『 3年以上』となっていま
すが、今後は『足場の組立等特別教育を受講後３年以上』に変
更されることが予想されます。特別教育を受講されていない方は、
早いうちに受講いただきますようお願いいたします。

【定　　員】�20名（なお、受講者が10名未満の場合は中止する場合
があります）

【受付方法】支部にて随時受付。下記の必要書類をご提出下さい。

【必要書類】①受講申請書（実務経験欄の証明が必要）
②運転免許証など本人確認ができる証明書の写し
③受講料
（学院発行の作業主任者手帳を所持している場合は、
ご提出ください）
※証明写真は講習会当日に撮影します

※注　意� 個人事業主や一人親方層の実務経験の証明については、
自己証明の場合、第三者の証明が 2名分必要になりま
す。

【問い合わせ先】
長崎労働局登録教習機関
長崎県建設技術専門学院本部（TEL0９５-８６1-９2６1）
登録No.02５-1（足場）－有効2024年12月－

6500

6000

5500

5000

4500

4000

550

500

450

400

350

300

組織数

脱退

加入
組
織
数

加
入
・
脱
退
者
数

R1 R2 R3 R4 R5 R6

〈組織拡大の推移〉

〈
お
詫
び
と
訂
正
〉

建
設
長
崎
八
月
号
四
面
の
定
期
大
会
に
参
加
し
て
の
佐

世
保
北
支
部
、
松
瀬
さ
ん
の
お
名
前
が
間
違
え
て
い
ま

し
た
の
で
、
訂
正
し
て
お
詫
び
い
た
し
ま
す
。

（
正
）
松
瀬　

廣
治

要望書を手渡す北村会長（右）

September
No.711
２０２4年 9 月１５日

１部２０円　組合員の購読料は組合費に含みます
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建設長崎スポーツ大会
（運動会）開催のお知らせ
と　き　令和 ６年10月27日㈰

午前 ９時30分開会（雨天中止）
ところ　琴海中部運動公園

建 設 長 崎 毎月１回15日発行　　2024年（令和６年） 9月15日発行第 711 号　（1974年５月30日　第３種郵便物認可）�1



（
一
社
）
長
崎
県
中
小
建
設
業
協
会

第
十
二
回
定
期
総
会
７・25

　
令
和
六
年
七
月
二
十
五
日
、

「
第
十
二
回
定
期
総
会
」
を
ホ

テ
ル
セ
ン
ト
ヒ
ル
長
崎
で
開
催
。

　
全
体
五
十
六
名
が
出
席
し
令

和
五
年
度
の
事
業
報
告
及
び
歳

入
歳
出
決
算
、
令
和
六
年
度
の

事
業
計
画
な
ど
を
決
定
し
ま
し

た
。

　
冒
頭
、
里
副
会
長
の
開
会
の

あ
い
さ
つ
で
始
ま
り
、
主
催
者

を
代
表
し
て
北
村
会
長
は
「
国

の
指
導
や
担
い
手
不
足
も
あ
り
、

大
企
業
は
三
十
一
年
ぶ
り
に

五
％
以
上
の
賃
金
引
き
上
げ
を

実
施
し
た
。
私
た
ち
中
小
零
細

建
設
業
者
も
賃
上
げ
を
図
っ
て

い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

コ
ス
ト
上
昇
分
を
い
か
に
価
格

に
転
嫁
で
き
る
か
厳
し
い
状
況

に
あ
る
」
と
述
べ
た
上
で
、

「
喫
緊
の
課
題
と
し
て
、
①
罰

則
付
時
間
外
労
働
の
上
限
規
制

②
建
設
業
許
可
・
経
営
審
査
事

項
の
電
子
申
請
③
省
エ
ネ
・
改

正
建
築
基
準
法
等
へ
の
学
習
と

取
り
組
み
な
ど
が
山
積
み
し
て

い
る
。
こ
の
よ
う
な
問
題
点
を

ど
う
活
用
し
、
実
効
性
を
担
保

し
て
い
く
か
、
上
部
団
体
や
建

産
連
、
専
門
業
種
団
体
等
と
連

携
を
深
め
な
が
ら
推
進
す
る
」

と
あ
い
さ
つ
。

　
来
賓
と
し
て
長
崎
県
土
木
部

の
椎
名
参
事
監
並
び
に
長
崎
県

建
産
連
の
根
〆
会
長
に
ご
出
席

と
ご
あ
い
さ
つ
を
い
た
だ
き
ま

し
た
。

　
議
事
で
は
、
令
和
五
年
度
の

事
業
報
告
及
び
歳
入
歳
出
決
算

報
告
。
ま
た
、
中
小
建
設
事
業

者
へ
の
工
事
発
注
、
公
共
工
事

設
計
労
務
単
価
に
見
合
う
賃
金

の
支
払
い
、
工
事
発
注
に
お
け

る
適
正
単
価
の
設
定
、
住
宅
リ

フ
ォ
ー
ム
事
業
に
関
す
る
要
請

等
を
含
む
令
和
六
年
度
の
事
業

計
画
（
案
）、
歳
入
歳
出
予
算

（
案
）
な
ど
が
提
案
さ
れ
、
全

会
一
致
で
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

　
任
期
満
了
に
よ
る
役
員
改
選

で
は
、
北
村
会
長
の
再
任
な
ど

十
七
名
の
新
役
員
を
選
出
。
全

員
の
拍
手
で
新
役
員
が
承
認
決

定
さ
れ
ま
し
た
。

　
今
回
、
里
副
会
長
、
城
監
事
、

長
島
監
事
、
中
尾
幹
事
、
須
藤

幹
事
、
寺
田
幹
事
の
六
名
が
退

任
さ
れ
、
北
村
会
長
か
ら
記
念

品
を
贈
呈
し
長
年
の
労
を
ね
ぎ

ら
い
ま
し
た
。

　
最
後
に
福
田
副
会
長
の
閉
会

の
あ
い
さ
つ
で
定
期
総
会
を
終

了
し
ま
し
た
。

あいさつをする北村会長

全建総連技能者育成基金制度
　全建総連は、組合員の資格取得による技術・技能の向上、技能者育成を支援することを目的
に技能者育成基金制度を創設。2018年 4 月から資格取得による報奨金制度を実施。
　「資格取得報奨金制度」では、取得した資格に応じ 2千～ 1万円を全建総連から申請者（組
合）を通じて組合員の方々へ支給されます（対象資格は下表を参照）。

◎申請方法
　①資格取得報奨金制度申請書（※要印鑑持参）
　②資格取得を証明する書類（合格証書、修了証明書等）
　　以上を組合（各支部事務所）へ提出して申請を行って下さい。

◎申請時の注意点
　・受講時に組合員であること。
　・組合費等の滞納（ 3ヶ月以上）がないこと。
　・申請期限は資格取得から 3年以内。

■対象資格
区分 １：１０,０００円
一級建築士、設備設計一級建築士、構造設計一級建築士、単一等級技能士、一級技能士（※
1）、一級施工管理技士（技術検定試験）、第一種電気工事士、電気主任技術者（第一種、第二
種）、電気通信主任技術者、給水装置工事主任技術者、登録基幹技能者（全職種）

区分 ２：5,０００円
二級建築士、木造建築士、二級技能士（※ 1）、二級施工管理技士（技術検定試験）、第二種電
気工事士、電気主任技術者（第三種）、電気通信工事担任者、職業訓練指導員免許（※ 2）、測
量士、建築設備士、消防設備士、建築仕上改修施工管理技術者、道路標識点検診断士、発破技
士、火薬類取扱保安責任者、消防設備点検資格者、海上起重作業管理技士、基礎施工士、１級
エクステリアプランナー、ジェットグラウト技士、第一種冷媒フロン類取扱技術者、運動施設
施工技士、排水設備工事責任技術者、配水管工技能者、金属屋根工事技士、認定ログビルダー、
プレハブ建築マイスター（※波線19資格は2021年４月１日取得分から適用）、日本ウレタン断
熱協会品質管理責任者（※２０２２年 ４ 月 １ 日取得分から適用）、１級建築測量技能者（※２０２２年
６ 月 １ 日取得分から適用）

区分 ３：２,０００円／作業主任者
ガス溶接、コンクリート破砕器、ずい道等の覆工、ずい道等の掘削等、採石のための掘削、鋼
橋架設等、コンクリート橋架設等、特定化学物質及び四アルキル鉛等、鉛、木材加工用機械、
地山の掘削及び土止め支保工、型枠支保工の組立て等、足場の組立て等、建築物の鉄骨の組立
て等、木造建築物の組立て等、コンクリート造の工作物の解体等、酸素欠乏・硫化水素危険、
有機溶剤、石綿

　建設キャリアアップシステムは2019年₄月より本格運用が開始さ
れています。
　建設長崎では、このシステムを活用し、技能者登録の推進や、技
能者の処遇改善、中小零細事業者の仕事確保をめざすため、技能者
カードを取得した組合員を対象に、助成金の給付を行なってまいり
ます。
対 象 者　技能者カードを取得した組合員
申請期間　2025年 5 月31日まで
申請方法　各支部にある申請用紙に記入し技能者カードの写しを添

付して申請
助 成 金　₁人　2, 000円
技能者登録料　①簡略型　2, 500円　②詳細型　4, 900円

建設キャリアアップシステム（CCUS）
技能者登録推進助成金について

詳細は各支部にお問い合わせください。

　

建
設
長
崎
メ
ン
バ
ー
ズ

カ
ー
ド
が
「
コ
ー
ナ
ン
Ｐ

Ｒ
Ｏ
」
で
使
え
ま
す
。

　

お
会
計
時
に
、
メ
ン
バ
ー
ズ

カ
ー
ド
を
提
示
す
る
こ
と
で
、

税
抜
き
合
計
金
額
か
ら
三
％
の

割
引
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

　

県
内
の
対
象
店
舗
は
、『
コ
ー

ナ
ン
Ｐ
Ｒ
Ｏ
大
塔
店
』
の
み
で

す
。「
ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
コ
ー

ナ
ン
」
は
割
引
対
象
外
と
な
り

ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

●
コ
ー
ナ
ン
Ｐ
Ｒ
Ｏ
大
塔
店

（
佐
世
保
市
大
塔
町
八
－
六
二
）

×
建設長崎

資格取得で
報奨金が
もらえます。
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全国から届いた千羽鶴

　
八
月
八
日
、
建
設
労
働
者
・

職
人
原
爆
殉
難
者
慰
霊
祭
が
長

崎
市
原
爆
公
園
内
の
「
不
戦
平

和
の
塔
」
前
で
執
り
行
わ
れ
ま

し
た
。

　
原
爆
が
投
下
さ
れ
た
午
前
十

一
時
〇
二
分
に
、
参
列
者
全
員

で
原
爆
犠
牲
者
に
対
し
て
黙
祷

を
捧
げ
た
後
、
全
建
総
連
の
勝

野
書
記
長
、
広
島
建
労
の
原
執

行
委
員
長
、
建
設
長
崎
の
佐
藤

執
行
委
員
長
が
そ
れ
ぞ
れ
献
花

を
行
い
ま
し
た
。

　
続
い
て
、
長
崎
県
下
十
四
支

部
と
全
国
各
地
よ
り
集
め
ら
れ

た
名
水
の
献
水
。
三
十
二
県
連

組
合
よ
り
平
和
の
祈
り
を
込
め

て
折
ら
れ
た
鶴
、
八
三
、
八
三

八
羽
の
献
納
が
、
そ
れ
ぞ
れ
参

加
者
の
代
表
と
建
設
長
崎
主
婦

会
の
手
に
よ
っ
て
行
わ
れ
ま
し

た
。

　
慰
霊
の
言
葉
で
は
、
全
建
総

連
の
勝
野
書
記
長
は
「
軍
事
力

を
背
景
と
し
た
力
で
は
何
も
解

決
し
ま
せ
ん
。
対
話
に
基
づ
く

相
互
理
解
に
よ
り
緊
張
緩
和
に

つ
な
げ
て
い
く
こ
と
が
何
よ
り

も
大
切
で
す
。
私
た
ち
は
戦
争

放
棄
を
う
た
う
憲
法
九
条
の
理

念
を
再
確
認
し
、
平
和
憲
法
を

護
り
、
核
兵
器
廃
絶
、
戦
争
反

対
の
声
を
上
げ
続
け
て
い
き
ま

す
」
と
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

　
続
い
て
建
設
長
崎
の
佐
藤
執

行
委
員
長
は
「
原
子
爆
弾
に
よ

る
放
射
線
被
害
に
よ
っ
て
七
十

九
年
経
っ
た
今
な
お
多
く
の
被

爆
者
が
後
遺
症
に
苦
し
め
ら
れ

て
い
ま
す
。
私
た
ち
は
、
唯
一

の
戦
争
被
爆
国
と
し
て
、
二
度

と
新
た
な
被
爆
者
を
出
さ
せ
な

い
た
め
に
も
、
核
兵
器
廃
絶
と

恒
久
平
和
の
実
現
に
尽
く
し
ま

す
」
と
そ
れ
ぞ
れ
平
和
へ
の

メ
ッ
セ
ー
ジ
を
述
べ
ま
し
た
。

　
最
後
に
、
参
列
者
一
人
一
人

が
白
菊
の
献
花
を
行
い
原
爆
で

亡
く
な
ら
れ
た
方
々
の
御
霊
に

祈
り
を
捧
げ
ご
冥
福
を
祈
り
ま

し
た
。広

島
原
爆
慰
霊
祭

～
長
崎
か
ら
平
和
へ
の
想
い
届
け
る
～
８ / ５

　
八
月
五
日
「
原
爆
犠
牲
建
設

労
働
者
・
職
人
の
碑
慰
霊
祭
」

が
酷
暑
の
中
、
広
島
平
和
記
念

公
園
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　
各
県
連
よ
り
一
六
四
名
の
仲

間
が
参
加
し
、
慰
霊
碑
へ
献

花
・
献
水
・
千
羽
鶴
の
献
納
を

行
い
犠
牲
者
の
御
霊
に
祈
り
を

捧
げ
ま
し
た
。

　
午
後
か
ら
は
全
建
総
連
主
催

の
「
職
人
の
集
い
」
が
あ
り
、

ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
の
佐
々
木
裕

滋
氏
の
講
演
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
広
島
平
和
記
念
公
園
内
に
あ

る
、「
原
爆
の
子
の
像
」
の
モ

デ
ル
と
な
っ
た
原
爆
被
災
者
の

佐
々
木
偵
子
さ
ん
が
生
前
病
床

で
千
羽
鶴
を
折
っ
た
の
が
千
羽

鶴
を
献
納
す
る
き
っ
か
け
だ
っ

た
と
話
し
て
頂
き
ま
し
た
。

　
千
羽
鶴
が
持
つ
平
和
の
象
徴

と
し
て
の
背
景
を
知
る
事
で
、

今
ま
で
よ
り
も
平
和
に
つ
い
て

考
え
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
と
思
い

ま
す
。

　
慰
霊
祭
に
参
加
さ
せ
て
頂
き

平
和
の
尊
さ
認
識
さ
せ
ら
れ
た

一
日
と
な
り
ま
し
た
。

【
参
加
者
】

　
佐
藤
執
行
委
員
長

　
石
田
副
執
行
委
員
長

　
金
子
大
村
支
部
主
婦
会
長

　
山
口
主
婦
会
担
当

長
与
ペ
ー
ロ
ン
大
会	

　
　
　
　
　

～
一
致
団
結
、
夢
の
舟
～

西彼支部

　
八
月
四
日
㈰
、
長
与
港
に
て
、

長
与
町
ペ
ー
ロ
ン
大
会
に
、
長

与
・
時
津
の
組
合
員
の
構
成
か

ら
な
る
建
設
長
崎
西
彼
支
部

チ
ー
ム
で
出
場
し
ま
し
た
。

　
西
彼
杵
郡
が
二
つ
の
町
に
な

り
、
久
し
い
年
月
が
経
ち
ま
す
。

「
時
津
長
与
の
メ
ン
バ
ー
ら
が

一
つ
に
な
り
、
舟
を
漕
ぐ
夢
の

物
語
を
」
こ
の
建
設
長
崎
西
彼

支
部
が
作
り
た
い
と
思
い
、
舟

を
出
し
ま
し
た
。
結
果
は
フ

リ
ー
レ
ー
ス
（
地
域
別
）
で
、

斎
藤
地
区
、
北
陽
台
地
区
を
抑

え
見
事
一
位
に
な
り
ま
し
た
。

　
レ
ー
ス
の
途
中
、
脇
川
副
支

部
長
が
持
つ
舵
が
壊
れ
ま
し
た

が
、
と
っ
さ
の
処
置
で
見
事
完

走
、
そ
れ
を
見
た
は
ね
櫂
担
当

の
向
井
青
年
部
長
が
、「
素
晴

ら
し
い
措
置
だ
っ
た
」
と
絶
賛

し
て
お
り
ま
し
た
。

　
終
了
後
の
祝
賀
会
で
は
、
砂

川
時
津
分
会
長
も
ご
夫
婦
で
参

加
さ
れ
、
老
い
も
若
き
も
和
気

あ
い
あ
い
の
中
で
、
会
を
閉
じ

る
こ
と
が
出
来
た
の
は
、
皆
様

の
お
陰
と
感
謝
し
て
い
ま
す
。

　
時
津
・
長
与
分
会
は
今
後
も

力
を
合
わ
せ
て
い
き
ま
す
の
で
、

皆
さ
ん
の
ご
指
導
の
程
よ
ろ
し

く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
ま
た
、

た
く
さ
ん
の
ご
協
賛
を
い
た
だ

き
、
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。
紙
面
を
お
借
り
し
お

礼
申
し
上
げ
ま
す
。

�

（
副
支
部
長　
尾
﨑
光
生
）

西
彼
支
部	

琴
海
住
宅
デ
ー

　
八
月
十
八
日
㈰
、
世
間
で
は

長
い
長
い
九
連
休
の
お
盆
休
み

最
終
日
を
噛
み
締
め
て
い
る
方

も
お
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
が
、
今

年
も
恒
例
の
琴
海
分
会
住
宅

デ
ー
を
、
Ｊ
Ａ
長
崎
せ
い
ひ
琴

海
支
店
、
村
松
営
業
所
、
さ
ざ

な
み
会
館
の
三
会
場
で
開
催
し

ま
し
た
。

　
三
会
場
の
中
で
も
、
さ
ざ
な

み
会
館
で
は
、
日
陰
が
じ
り
じ

り
と
減
り
、
次
第
に
日
差
し
が

照
り
付
け
る
過
酷
な
環
境
に
も

負
け
ず
、
砥
ぎ
手
の
皆
さ
ん
が

続
々
と
持
っ
て
こ
ら
れ
る
包
丁

を
捌
い
て
い
ま
し
た
。

　
酷
暑
へ
の
対
応
に
、
次
年
度

以
降
は
秋
口
に
日
程
を
変
更
す

る
か
検
討
課
題
を
残
し
な
が
ら

も
、
二
十
五
名
の
皆
さ
ん
に
ご

協
力
を
い
た
だ
き
、
計
一
九
七

本
の
包
丁
そ
の
他
を
砥
ぎ
終
え
、

地
域
へ
の
奉
仕
活
動
と
す
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。

　
ご
協
力
い
た
だ
い
た
皆
様
、

本
当
に
お
疲
れ
様
で
し
た
。

中
央
大
浦
支
部	

戸
町
住
宅
デ
ー

　
中
央
大
浦
支
部
で
は
八
月
十

七
日
㈯
戸
町
夏
祭
り
会
場
で
住

宅
デ
ー
を
開
催
。

　
今
回
は
夏
祭
り
チ
ラ
シ
へ
の

住
宅
デ
ー
掲
載
が
間
に
合
わ
ず
、

来
場
者
が
少
な
い
だ
ろ
う
と
予

測
は
し
て
い
ま
し
た
が
、
や
は

り
受
付
け
開
始
か
ら
ほ
ぼ
開
店

休
業
状
態
。

　
受
付
け
の
主
婦
会
の
皆
さ
ん

も
研
ぎ
手
の
組
合
員
さ
ん
も

少
々
手
持
ち
無
沙
汰
に
し
な
が

ら
過
ご
し
て
い
ま
し
た
。

　
そ
れ
で
も
受
付
数
が
少
な
い

な
か
持
ち
込
ま
れ
た
包
丁
は
、

研
ぎ
手
へ
と
運
ば
れ
、
一
本
一

本
、
い
つ
も
よ
り
も
丁
寧
に
研

ぎ
あ
げ
ら
れ
て
い
き
ま
す
。

　
連
日
異
常
な
暑
さ
が
続
く
晴

天
の
下
、
熱
中
症
予
防
に
注
意

し
な
が
ら
作
業
を
行
い
、
例
年

よ
り
来
場
者
が
少
な
く
参
加
さ

れ
た
皆
さ
ん
は
少
々
物
足
り
な

か
っ
た
よ
う
で
す
が
、
無
事
に

住
宅
デ
ー
を
終
了
し
ま
し
た
。

　
暑
い
中
ご
協
力
い
た
だ
い
た

皆
さ
ま
大
変
お
疲
れ
様
で
し
た
。

▶
慰
霊
の
言
葉
を
捧
げ
る
佐
藤
委
員
長

▶
折
鶴
を
献
納
す
る
山
形
主
婦
会
長

▶
献
花
す
る
全
建
総
連
勝
野
書
記
長

被
爆
七
十
九
年
原
爆
殉
難
者
慰
霊
祭

武
力
で
は
何
も
解
決
し
な
い
と
唯
一
の
戦
争
被
爆
国
と
し
て
訴
え

	

核
兵
器
根
絶
と
世
界
恒
久
平
和
の
実
現
を
願
う

【
参
加
者
】
順
不
同
・
敬
称
略

馬
渡　
鉄
洋�

古
里　
一
紀

福
田　
　
修�

中
島　
茂
貴

木
下　
勝
也�

島
田　
時
治

松
尾　
哲
夫�

工
藤　
是
正

田
上　
義
高�

松
本　
重
徳

竹
﨑　
初
雄�

菅　
　
　
実

北
村　
五
男�

内
野　
幸
雄

田
森　
　
勝�

坂
口　
忠
義

鳥
田　
愛
子�

松
本
の
ぶ
よ

菅　
　
清
子�

田
森
ス
ミ
子

佐
藤
委
員
長�

石
田
副
委
員
長

【
参
加
者
】
順
不
同
・
敬
称
略

岩
崎
喜
三
郎�

尾
﨑　
光
生

相
川　
雅
彦�

道
平　
政
文

山
中　
　
茂�

柿
田　
英
明

徳
永　
八
郎�

北
村　
政
和

廣
瀬　
茂
樹�

井
手　
吉
一

前
尾　
辰
美�

井
手　
一
男

相
川　
哲
男�

今
里　
正
吉

島
本　
　
治�

浦
添　
朝
夫

瀬
口　
純
英�

松
山　
義
廣

松
尾　
　
孝�

角
﨑　
　
豊

岑
山　
義
徳�

小
野
田
国
夫

石
橋　
宣
典�

石
橋　
　
忍

岸
山　
　
正

佐
藤
委
員
長�

若
杉
書
記
次
長
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長 建 国 保 か ら の お 知 ら せ

●対象者
　令和 ５年12月31日現在加入の長建国保組合員

●提出していただくもの
　・調査票（オレンジ色）
　・「建設業に従事していることを証明する書類（証明書類）」
　→（例）登記簿謄本、確定申告書の写し、就労証明書等

調査票（オレンジ色）に記入いただき、証明書類と合わせて所属支部へ提出をお願い
いたします。
調査にご協力いただいた方には、「常備薬セット」をお渡しいたします。

●提出期限
　令和 ６ 年11月末日

●未提出の方は資格喪失
　所属支部の要請に応じない場合や提出期限までに調査票、証明書類を提出しない場合
は、厚生労働省の指導により無資格者とみなして、組合規約に基づき保険証を返還の上、
資格喪失となります。
　また、建設労働者として加入した後に廃業または転職された方は、速やかに所属支部
へ届を出して下さい。

　詳細につきましては、届きました案内をご確認下さい。
　その他、お問い合わせは所属支部までご連絡下さい。

就労調査に関するご協力のお願い
（組合員資格（職種）の再確認）

調査にご協力いただいた方に常備薬セットを
お渡ししております。所属支部にてお受け取り下さい！！

　今回も、感染予防対策
としてのマスクから、絆
創膏、湿布などの外傷対
策薬品まで幅広くご活用
いただける内容でお配り
しております。
　調査票の提出で各支部
へお立ち寄りの際にお受
け取り下さい。

　社会保険適用除外を行っている各事業所が ４月～ ６月の賃金報告を提
出した後、年金事務所より各保険料の算定基礎となる「標準報酬決定通
知書」が送付されます。長建国保では、厚生労働省及び長崎県の指導に
より、事業所内における適用除外承認者数の現状把握が義務付けられて
いる為、この「標準報酬決定通知書」の写しを提出していただくことに
より各事業所に従事している従業員名を把握し、資格取得・喪失の確認
を実施しております。

●提出いただく書類
・健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書の写し
※該当者がいる場合のみ…
・月額変更届により送付された健康保険・厚生年金被保険者
　標準報酬決定通知書の写し
「標準月額」金額欄のみ、マジック等で抹消してください。（個人情報のため。）
「氏名」、「生年月日」などは抹消しないようお願いいたします。
●提出方法
・郵送（同封の返信用封筒にて郵送ください。）
・ファックス　FAX番号　095-861-0048
●次の事項に該当される場合、当組合までご連絡をお願いいたします。
・すでに年金事務所に対して、厚生年金の資格喪失届を提出した場合
・法人から個人事業所に変更した場合
・事業を廃止（又は倒産）した場合

　その他ご不明な点等ございましたら、所属支部または長建国保までご
連絡ください。

　　　　健康保険適用除外事業所へ
　　　　標準報酬決定通知書提出のお願い
ご案内は ９月上旬に発送しております。
重要

　当組合では、加入者の医療費や介護費用の負担を抑えるため、特定健
診（40歳以上）や人間ドックを実施しています。
　特に特定健診については、受診者を増やすよう国の指導を受けており、
組合では様々な機会や広報を通じて受診推奨に努めています。
　つきましては、事業所（職場）健診を受診した方で、その健診結果の
写しを組合に提供いただくことで、特定健診の受診者として健診受診率
のアップに繋がりますので、ご協力の程よろしくお願いいたします。
❶対象となる健診
・令和 ６年度（令和 ６年 ４月 １日～令和 ７年 ３月31日）に実施する健診。
❷対象者
・❶の期間中に受診された方で当組合に加入している40歳～74歳の方。
❸健診結果の提供方法
　対象者の方で、健診結果を提供いただける方がおられましたら、同封
の質問票をお一人につき一枚（コピー可）必ず添えて返信用封筒にて、
ご郵送ください。

※ご案内は、「標準報酬決定通知書提出のお願い」に同封しております。

事業所健診の健診結果の
　　　　　　ご提出をお願いいたします。

　長建国保では、特定健診の
受診率向上を図る為に、例年
１0月と ２月に特定健診がまだ
お済みでない方に対して、
「特定健診受診勧奨通知書」
をお送りしておりました。
　今年度、今までの「特定健
診受診勧奨通知書」を試験的
に下記のように変更いたしま
すのでお知らせします。
　届いたハガキをそのまま
「特定健診受診券」として利
用いただけます。
　ご不明な点等は組合各支部
または長建国保までお問い合
わせください。

ハガキ見本（表）　イメージ

長建　太郎

長建　太郎　　様

長崎市城山町　29-26
〒　852̶8021

ハガキ見本（裏）　イメージ

※
実
際
に
送
付
さ
れ
る
ハ
ガ
キ
に
は
網
掛
け
部
分
に
情
報

保
護
シ
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ル
が
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て
お
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。
シ
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ル
を
剥
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し

て
内
容
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

⬅

～特定健診がまだお済みでない方へ～
特定健診受診券（ハガキ）をお送りいたします。

９ 月中旬に発送を予定しております。
お知らせ

〇健診に必要なもの
・保険証
・特定健診受診券
・質問票（医療機関でも記載可）
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